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１　「居場所」とは何か（居場所の定義）

若者の「居場所」とは

若者の定義

◆　ほっとできる、居心地の良い場所
◆　悩みの相談など、他者とのつながりの状態
◆　自分の近未来が見い出せる安心できる空間

◆　１３歳から４０歳未満のすべての人
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２　「居場所」の類型の例

「居場所」としての学校
フリースクール
・フリースペース

公的施設による居場所
行政施策としての
「居場所」
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地域における
居場所づくり

接続先としての就労先



３　子供若者育成支援推進大綱について①

5本の柱

①　「すべての子供・若者の健やかな育成」
②　「困難を有する子供・若者やその家族の支援」
③　「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」
④　「子供・若者の成長のための社会環境の整備」
⑤　「子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援」

大綱のポイント

子供・若者育成支援の基本的な方針・施策として5本の柱を設け、すべて
の子ども・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指す。
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４　子供若者育成支援推進大綱について②

子供・若者の成長のための
社会環境の整備

家庭、学校、地域等が、（※）Well-beingの観点からより良
い環境となるよう、支援の機運を高め、ネットワークを整え、
活動を促進

具体的な展望

多様な居場所づくり、子育て支援、家庭教育支援、地域と学校の協働、
ネット利用の適正化、働き方改革、テレワーク、子供・若者への投資の推進　　
等
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５　「居場所」はありますか？①

ほっとできる場所、居心地のよい場所は？

セーブ･ザ･チルドレン･ジャパン：子どもの貧困と子どもの権利に関する全国市民意識調査より作成 6



６　「居場所」はありますか？②

居場所の数と自己認識の関係

セーブ･ザ･チルドレン･ジャパン：子どもの貧困と子どもの権利に関する全国市民意識調査より作成 7



７　「居場所」はありますか？③

居場所の数と支援の関係

セーブ･ザ･チルドレン･ジャパン：子どもの貧困と子どもの権利に関する全国市民意識調査より作成 8



８　若者の居場所づくりを検討しています①
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　中野区では、先日策定された基本計画において、「若者
の居場所づくり」について施策の方向性を示しました。

◆子ども食堂運営支援
◆学習支援　など
　▶　総合的な子ども・若者の
　　貧困への対策の観点から
◆中高生専用の交流施設整備
◆プレーパーク活動支援
◆ハイティーン会議の拡充　など
　▶　ハード整備、実質的な「場」
　　の確保の観点から



９　若者の居場所づくりを検討しています②

○１１月29日に中野区子ども・若者支援センター
「みらいステップなかの」を開設します。
　▶　若者の総合的な支援の充実
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令和３年１０月２５日
区民と区長のタウンミーティング

若者たちの意見や、本日のみなさんの意見等
を踏まえ、居場所づくりを始めとした総合的な
若者支援を検討していきます。
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